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府 子 本 第 ６ ８ ９ 号 

元文科初第１１１８号 

子発１１２６第２号 

令和元年１１月２７日 

 

 

各 都 道 府 県 知 事 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会  

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長  殿 

各指定都市・中核市教育委員会  

附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部を置く各国立大学法人の長 

 

 

内閣府子ども・子育て本部統括官 

（  公  印  省  略  ）  

 

文部科学省初等中等教育局長  

（  公  印  省  略  ）  

 

厚生労働省子ども家庭局長  

（  公  印  省  略  ）  

 

 

 

特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について 

 

 

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）に基づく特定子ど

も・子育て支援施設等（法第30条の11第１項に規定する特定子ども・子育て支援施設等を

いう。以下同じ。）の確認及び施設等利用費の支給が適正かつ円滑に行われるよう、市町

村が法に基づき特定子ども・子育て支援施設等に対して行う指導監査について、下記のと

おり基本的な考え方をまとめ、あわせて別添１「特定子ども・子育て支援施設等指導指

針」及び別添２「特定子ども・子育て支援施設等監査指針」を作成しましたので、各都道

府県におかれては、内容について十分御了知の上、指定都市及び中核市を除く管内市町村

（特別区を含む。以下同じ。）への周知をお願いいたします。 

また、各都道府県におかれては、引き続き、学校教育法（昭和22年法律第26号）及び児

童福祉法（昭和22年法律第164号）等に基づき、幼稚園、特別支援学校及び認可外保育施

設等といった子ども・子育て支援施設等への指導監督や立ち入り調査等を行うことから、

市町村における特定子ども・子育て支援施設等への指導監査の円滑かつ効果的な実施を支
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援していただきますようお願いいたします。 

なお、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基

づく技術的な助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

１．特定子ども・子育て支援施設等の指導監査における都道府県と市町村の役割について 

（１）都道府県の役割 

幼児教育・保育の無償化の実施以前から、子ども・子育て支援施設等は、施設の

設置や事業の開始にあたり、学校教育法や児童福祉法等に基づき、都道府県に認可や

認定の申請又は届出を行うこととなっている。 

そのため、都道府県は、認可、認定又は届出を受理した施設・事業に対して、学

校教育法や児童福祉法をはじめ、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）、社会福祉法（昭和26年法律第45号）、

認可外保育施設指導監督基準（平成13年３月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知の別紙。以下「指導監督基準」という。）等に基づき、基準

の遵守等の観点から指導監督、立ち入り調査、報告徴収、検査等を行っており、幼児

教育・保育の無償化実施後もその役割は同様である。 

（２）市町村の役割 

幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援施設等がその対象施設とな

るためには、市町村に対して法第30条の11に基づく確認の申請を行い、確認を受ける

必要がある。 

一方で、市町村は、必要があると認めるときは、特定子ども・子育て支援施設等

に対して、法第30条の３において準用する法第14条第１項に基づき調査・指導等を行

い、法第58条の８第１項に基づき監査を行うことができる。 

また、市町村は、特定子ども・子育て支援提供者が法に定める基準に従って施設

等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運

営をしていない場合等は、当該基準を遵守することを勧告・命令等ができることとさ

れている（法第58条の９第１項第１号、同項第２号、同条第５項）。 

なお、法に定める基準には、法第58条の４第１項と第２項に定める基準がある。 

法第58条の４第１項に定める基準は、特定子ども・子育て支援施設等の設置に関

する基準である。基本的には、認定こども園、特定教育・保育施設（法第27条第１項

に規定する特定教育・保育施設をいう。）ではない幼稚園、特別支援学校、一時預か

り事業については、学校教育法に基づく設置基準、あるいは児童福祉法等に基づく基

準が適用される（法第58条の４第１項第１号、第２号、第３号及び第６号）。他方で、

事業法上に基準が規定されていない、認可外保育施設、預かり保育事業、病児保育事

業、子育て援助活動支援事業については、内閣府令で定める基準が適用される（法第
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58条の４第１項第４号、第５号、第７号及び第８号、子ども・子育て支援法施行規則

（平成26年内閣府令第44号）第１条から第１条の４まで）。 

ただし、当該内閣府令で定める基準は、認可外保育施設については現在の指導監

督基準と同様の内容を、預かり保育事業については一時預かり事業の基準と同様の内

容を、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業については子ども・子育て支援交付

金対象事業において求める基準と同様の内容となっている。 

法第58条の４第２項に定める基準は、特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準であるが、これは今般の幼児教育・保育の無償化に際して、特定子ども・子

育て支援施設等が適切な特定子ども・子育て支援を提供するために定められた基準で

あり、具体的には特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」と

いう。）の第53条から第61条までに新たに定められたものである。 

 

２．都道府県と市町村の連携について 

１．に述べたとおり、都道府県及び市町村は、それぞれの役割において特定子ども・

子育て支援施設等に対する指導等を実施する必要がある。 

指導等にあたっては、同一の特定子ども・子育て支援提供者に対して、複数の法令や

基準等の内容が密接に関連することが見込まれることから、都道府県及び市町村は相互

に連携して対応する等、効率的・効果的に実施するよう努められたい。 

また、特定子ども・子育て支援施設等における適切な特定子ども・子育て支援の提供

のためには、これら施設等における安全確保が必要不可欠である。このため都道府県が

行う指導監督や立ち入り調査等は、今後も大変重要なものであるが、市町村が指導等に

おいて、都道府県よりも先に重大事故の発生又は子どもの生命・心身への重大な被害が

生じる恐れがある状態を発見した場合は、速やかに都道府県に情報提供を行うとともに、

一刻も早い危険の除去に努められたい。 

 

３．市町村が行う特定子ども・子育て支援施設等への指導監査について 

（１）市町村の指導について 

市町村は、別添１「特定子ども・子育て支援施設等指導指針」を参考に、特定子

ども・子育て支援施設等に対し、運営基準第53条から第61条までの規定の内容につい

て周知徹底させるとともに、施設等利用費の支給における過誤・不正の防止を図るた

め指導を実施すること。 

指導にあたっては、特定子ども・子育て支援施設等に対する指導の年間計画や実

施スケジュールを策定し、効率的・効果的な実施に努めるとともに、指導の結果を通

知する手段、時期、指摘事項への改善指導及び改善結果の確認方法等を明確化し、公

表すべき事項を含め、これを着実に実施すること。 

（２）市町村の監査について 
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監査は、次の①から④までに該当する情報があり、特に必要があると認める場合

に、別添２「特定子ども・子育て支援施設等監査指針」を参考に実施すること。 

また、監査を実施する目的は、市町村長が事実関係を的確に把握し、公正かつ適

切な措置を採ることであること。 

① 特定子ども・子育て支援施設等において著しい運営基準への違反が確認された場

合 
② 特定子ども・子育て支援施設等及び施設等利用給付認定保護者の施設等利用費の

請求に、著しい不当が疑われる場合 
③ 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合 
④ 上記のほか、特定子ども・子育て支援施設等が法第58条の９第１項各号及び第58

条の10第１項各号に該当することが疑われる場合 

※ 「特定子ども・子育て支援施設等指導指針」の「７ 監査への変更」に基づき、

指導から監査に移行した場合も含む。 

 

 


